
環境アセスメント学会役員選挙に関する規程 
 

（⽬的） 
第 1 条 環境アセスメント学会規約（以下「規約」という。）第 12 条に基づき、会⻑、 

理事及び監事（以下この規程では「役員」という。）の選挙について必要な事項を定め 
るためにこの規程を定める。 

 
（被選挙資格） 

第 2 条 役員は、規約第 12 条に定めるところにより、正会員の中から選出される。 
 

（選挙資格） 
第 3 条 役員は、総会で選出する場合を除き、投票で投票期間開始⽇の 60 ⽇前に在籍 

する正会員（以下「有権者」という。）によって選出する。ただし、当該有権者が、投 
票期間の最終⽇において、正会員の資格を喪失した場合は、この者の投票を無効とす 
る。 

 
（選挙の実施責任主体） 

第 4 条 役員の選挙は、理事会によって選出された委員によって構成される環境アセス 
メント学会役員選挙管理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）によって実施し、 
理事会がその責任を負う。 

２ 選挙管理委員会は、5 名の委員によって組織され、委員の互選によってその委員⻑ 
を定める。 

３ 理事会は、選挙の公⽰の 1 ヶ⽉前までに第 1 項の委員を選出しなければならない。 
４ 選挙管理委員会の委員が、会⻑または監事の候補者となった場合は、理事会に申し 

出て、代わる者の選出を求めなければならない。 
 

（選挙の公⽰） 
第 5 条 選挙管理委員会は、投票期間最終⽇の 60 ⽇前までに、第 3 条に基づき、有権者 

に対して、選挙を実施すること、その投票期間及び開票⽇並びに選挙を電磁的⽅法により 
実施し及び⽴候補者を対象に実施するときはその旨その他の必要な事項を公⽰しなければ 
ならない。 

２ 選挙を規約第 17 条の総会で⾏う場合は、規約第 20 条第 2 項の総会の招集通知への 
記載によって、前項の公⽰に代えることができる。  

 
（会⻑の選挙） 

第 6 条 会⻑の選挙は、原則として、第 3 条の有権者の電⼦媒体を⽤いた投票（以下 



「電⼦投票」という。）によって⾏う。ただし、緊急やむをえない場合は、総会におけ 
る選挙によることができる。 

 
（会⻑選挙の候補者の選出） 

第 7 条 前条の会⻑の選挙は、次の各号のいずれかに該当する候補者について実施する。 
⼀ 正会員のうち、⾃ら候補者として届け出た者 
⼆ 正会員 5 名以上が本⼈の同意を得て推薦し、候補者として届け出た者 

２ 前項各号の候補者の届出は、選挙管理委員会に対して⾏うものとする。 
３ 前項の届出は、選挙管理委員会が定めた期⽇までに⾏わなければならない。 
 

（電⼦投票による会⻑選挙の実施） 
第 8 条 選挙管理委員会は、投票期間最終⽇の 30 ⽇前までに、前条によって確定した会⻑ 

選挙候補者の⽒名、所属、略歴及び所信を付した電磁的情報をインターネット上で有権 
者のみが閲覧できる⽅法で表⽰しなければならない。また、電⼦投票の⽅法に関する情 
報を有権者に電⼦媒体を利⽤した⽅法で送付しなければならない。この場合において、 
候補者についての前条第 1 項各号の区分は、これを⽰さず、候補者を五⼗⾳順に配列 
して電磁的情報を作成するものとする。 

２ 電⼦投票による選挙は、選挙管理委員会が定める期間とし、期間の末⽇までに選挙管 
理委員会に到達した電⼦媒体を利⽤した投票を有効投票とする。 

３ 選挙管理委員会は、前項の期間を遅くとも総会の 30 ⽇前までとしなければならない。 
４ 選挙管理委員会は、開票にあたっては、まず投票者が有権者であることを確認したの 

ち、投票者が明らかにならない⽅法で、開票にあたらなければならない。 
 

（電⼦投票による会⻑の確定） 
第 9 条 選挙管理委員会は、開票事務が終了した後、遅滞なく、理事会に開票の結果を 

報告しなければならない。 
２ 電⼦投票で有効投票総数のうち上位の得票を得た者をもって、会⻑選挙の当選者とし、 

理事会はこの結果を総会に報告してその承認を得なければならない。ただし、電⼦投票 
の候補者が 2 名を下回るときは､有効投票の過半数を得なければ当選者とすることがで 
きない。 

３ 前項但書の規定の適⽤をうけその他の事情で、当選者を確定できないときは、再度選挙 
を⾏うものとする。この場合、第 6 条但書の規定の適⽤を妨げない。 

 
（理事の選挙） 

第 10 条 理事の選挙は、会⻑を除く理事定数の半数以上で、理事会の定める員数の理事 
について、有権者のうちから電⼦投票によって⾏い、その余の理事については、理事会 
が電⼦投票の結果選出される理事の専⾨分野、地域その他の事情を勘案して推薦する候 



補者について、総会において⾏う。 
 

（電⼦投票による理事選挙の実施等） 
第 11 条 第 8 条及び第 9 条の規定は、理事の電⼦投票による選挙についてこれを準⽤ 

する。ただし、第 8 条第 1 項の「前条によって確定した会⻑選挙候補者の⽒名、所属、 
略歴及び所信を付した電磁的情報」はこれを「正会員の⽒名、所属を記した電磁的情報」 
と読み替え、また、第 9 条第 2 項但書及び同条第 3 項はこれを準⽤しない 

 
（監事の選挙）  

第 12 条 監事の選挙は、理事会が正会員のうちから推薦する候補者について、正会員の 
電⼦投票でこれを⾏う。ただし、その補充選挙その他やむをえない場合は、総会で選挙 
を⾏うことができる 

 
（電⼦投票による監事の選挙） 

第 13 条 第 8 条及び第 9 条の規定は、監事の電⼦投票による選挙にこれを準⽤する。 
ただし、 第 8 条第 1 項の「前条によって確定した会⻑選挙候補者の⽒名、所属、略歴 
及び所信を付した電磁的情報」はこれを「候補者の⽒名、所属を記した電磁的情報」と 
読み替え、また、第 9 条 第 2 項但書及び同条第 3 項の準⽤については前条と同様とす 
る。 

 
（細則、委任） 

第 14 条 電磁的⽅法による選挙に関する細則は、理事会が別途定める。 
２ この規程及び前項により定められた細則に定めのない選挙の実施に関する事項は、選挙 

管理委員会が定める 
 

（規程の改正） 
第 15 条 この規程の改正は、理事会の議決により、総会の承認を得てこれを⾏う。 
 

附 則 
(施⾏期⽇等) 

１ この規定は、2003 年 10 ⽉ 4 ⽇から施⾏する。 
２  2008 年 4 ⽉ 11 ⽇理事会の決議により、2008 年 5 ⽉ 17 ⽇総会の承認を得て⼀部 

改正し、2008 年 5 ⽉ 17 ⽇から施⾏する。 
３ 2024 年 3 ⽉ 30 ⽇理事会の決議により、2024 年 5 ⽉ 18 ⽇総会の承認を得て⼀部改正 

し、題名を「環境アセスメント学会役員選挙に関する規程」に改める。この規程は 2024 年 
5 ⽉ 18 ⽇から施⾏する。 

 



  



参考 

環境アセスメント学会役員選挙に関する規定の改正案 新旧対照表 
 

条項 改正前 改正後 
（⽬的） 
第 1 条 

環境アセスメント学会規約（以下
「規約」という）第 12 条に基づ
き、会⻑、理事及び監事（以下こ
の規定では「役員」という）の選
挙について必要な事項を定めるた
めにこの規定を定める 

環境アセスメント学会規約（以下「規
約」という。）第 12 条に基づき、会⻑、理
事及び監事（以下この規程では「役員」と
いう。）の選挙について必要な事項を定める
ためにこの規程を定める。 

（ 被 選 挙 資
格） 
第 2 条 

役員は、規約第 12 条に定めるとこ
ろにより、正会員の中から選出さ
れる。 

役員は、規約第 12 条に定めるところによ
り、正会員の中から選出される。 

（ 選 挙 資
格） 
第 3 条 

役員は、総会で選出する場合を除
き、投票で投票期間開始⽇の 60 ⽇
前に在籍する正会員によって選出
す る 。 た だ し 、 当 該 選 挙 資 格 者
が、投票期間の最終⽇において、
正会員の資格を喪失した場合は、
この者の投票を無効とする 

役員は、総会で選出する場合を除き、投
票で投票期間開始⽇の 60 ⽇前に在籍する正
会員（以下「有権者」という。）によって選
出する。ただし、当該有権者が、投票期間
の最終⽇において、正会員の資格を喪失し
た場合は、この者の投票を無効とする。 

（ 選 挙 の 実
施 責 任 主
体） 
第 4 条 

役員の選挙は、理事会によって選
出された委員によって構成される
環境アセスメント学会役員選挙管
理 委 員 会 （ 以 下 「 選 挙 管 理 委 員
会」という）によって実施し、理
事会がその責任を負う。 
② 選挙管理委員会は、5 名の委員
によって組織され、委員の互選に
よってその委員⻑を定める。 
③ 理事会は、選挙の公⽰の 1 ヶ⽉
前までに第 1 項の委員を選出しな
ければならない。 
④ 選挙管理委員会の委員が、会⻑
または監事の候補者となった場合
は、理事会に申し出て、代わる者

役員の選挙は、理事会によって選出され
た委員によって構成される環境アセスメン
ト学会役員選挙管理委員会（以下「選挙管
理委員会」という。）によって実施し、理事
会がその責任を負う。 
２ 選挙管理委員会は、5 名の委員によって
組織され、委員の互選によってその委員⻑
を定める。 
３ 理事会は、選挙の公⽰の 1 ヶ⽉前まで
に第 1 項の委員を選出しなければならな
い。 
４ 選挙管理委員会の委員が、会⻑または
監事の候補者となった場合は、理事会に申
し出て、代わる者の選出を求めなければな
らない。 



の選出を求めなければならない。 
（ 選 挙 の 公
⽰） 
第 5 条 

選挙管理委員会は、投票期間最終
⽇の 60 ⽇前までに、第 3 条に基づ
き、選挙資格のある正会員に対し
て、選挙を実施すること、その投
票期間及び開票⽇並びに選挙を通
信で実施し及び⽴候補者を対象に
実施するときはその旨その他の必
要な事項を公⽰しなければならな
い。 
② 選挙を規約第 17 条の総会で⾏う
場合は、規約第 20 条第 2 項の総会
の招集通知への記載によって、前
項の公⽰に変えることができる。 

選挙管理委員会は、投票期間最終⽇の 60 
⽇前までに、第 3 条に基づき、有権者に対
して、選挙を実施すること、その投票期間
及び開票⽇並びに選挙を電磁的⽅法により
実施し及び⽴候補者を対象に実施するとき
はその旨その他の必要な事項を公⽰しなけ
ればならない。 
 
 
２  選挙を規約第 17 条の総会で⾏う場合は、
規約第 20 条第 2 項の総会の招集通知への記
載によって、前項の公⽰に代えることがで
きる。 

（ 会 ⻑ の 選
挙） 
 第 6 条 

会⻑の選挙は、原則として、第 3 
条の選挙資格者の通信投票によっ
て⾏う。ただし、緊急やむをえな
い場合は、総会における選挙によ
ることができる。 

会⻑の選挙は、原則として、第 3 条の有
権者の電⼦媒体を⽤いた投票（以下「電⼦
投票」という。）によって⾏う。ただし、緊
急やむをえない場合は、総会における選挙
によることができる。 

（ 会 ⻑ 選 挙
の 候 補 者 の
選出） 
第 7 条 

前条の会⻑の選挙は、次の各号の
いずれかに該当する候補者につい
て実施する。 
1 正会員のうち、⾃ら候補者として
届け出た者 
2 正会員 5 名以上が本⼈の同意を得
て推薦し、候補者として届け出た
者 
② 前項各号の候補者の届出は、選
挙管理委員会に対して⾏うものと
する。 
③ 前項の届出は、選挙管理委員会
が定めた期⽇までに⾏わなければ
ならない 

前条の会⻑の選挙は、次の各号のいずれ
かに該当する候補者について実施する。 

⼀ 正会員のうち、⾃ら候補者として届
け出た者 

⼆ 正会員 5 名以上が本⼈の同意を得て
推薦し、候補者として届け出た者 

２ 前項各号の候補者の届出は、選挙管理
委員会に対して⾏うものとする。 

３ 前項の届出は、選挙管理委員会が定め
た期⽇までに⾏わなければならない。 

（ 電 ⼦ 投 票
に よ る 会 ⻑
選 挙 の 実
施） 

 選挙管理委員会は、投票期間最終
⽇の 30 ⽇前までに、前条によって
確定した会⻑選挙 候補者の⽒名、
所属、略歴及び所信を付した書⾯

選挙管理委員会は、投票期間最終⽇の 30
⽇前までに、前条によって確定した会⻑選
挙候補者の⽒名、所属、略歴及び所信を付
した電磁的情報をインターネット上で有権



第 8 条 を、投票⽤紙とともに選挙資格者
に 送付しなければならない。この
場合において、候補者についての
前条第 1 項各号の区分は、これを
⽰さず、候補者を五⼗⾳順に配列
して書⾯を作成するものとする。  
 
② 通信投票による選挙は、選挙管
理委員会が定める期間とし、期間
の末⽇までに選挙管理委員会に到
達した投票⽤紙による投票を有効
投票とする。  
③ 選挙管理委員会は、前項の期間
を遅くとも総会の 30 ⽇前までとし
なければならない。  
④ 投票⽤紙は、投票者の⽒名が明
らかにされない封筒に封⼊され、
かつその封筒を投票 者の⽒名が明
らかにされる封筒の中に封⼊され
る⽅法で送付されることを要する
もの とする。選挙管理委員会は、
開票にあたっては、まず投票者が
選挙資格ある者であることを確認
したのち、投票者が明らかになら
ない⽅法で、開票にあたらなけれ
ばならない。 

者のみが閲覧できる⽅法で表⽰しなければ
ならない。また、電⼦投票の⽅法に関する
情報を有権者に 電⼦媒体を利⽤した⽅法で
送付しなければならない。この場合におい
て、候補者についての前条第 1 項各号の区
分は、これを⽰さず、候補者を五⼗⾳順に
配列して電磁的情報を作成するものとす
る。 
２ 電⼦投票による選挙は、選挙管理委員会
が定める期間とし、期間の末⽇までに選挙
管理委員会に到達した電⼦媒体を利⽤した
投票を有効投票とする。 
３選挙管理委員会は、前項の期間を遅くと
も総会の 30 ⽇前までとしなければならな
い。 
４ 選挙管理委員会は、開票にあたっては、
まず投票者が有権者であることを確認した
のち、投票者が明らかにならない⽅法で、
開票にあたらなければならない。 

（ 電 ⼦ 投 票
に よ る 会 ⻑
の確定） 
第 9 条 

選挙管理委員会は、開票事務が終
了した後、遅滞なく、理事会に開
票の結果を報告しなければならな
い。 
② 通信投票で有効投票総数のうち
上位の得票を得た者をもって、会
⻑選挙の当選者とし、 
理事会はこの結果を総会に報告し
て そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な
い。ただし、通信投票の候補者が 2 
名を下回るときは､有効投票の過半

選挙管理委員会は、開票事務が終了した
後、遅滞なく、理事会に開票の結果を報告
しなければならない。 
 
２ 電⼦投票で有効投票総数のうち上位の得
票を得た者をもって、会⻑選挙の当選者と
し、理事会はこの結果を総会に報告してそ
の承認を得なければならない。ただし、電
⼦投票の候補者が 2 名を下回るときは､有効
投票の過半数を得なければ当選者とするこ
とができない。 



数を得なければ当選者とすること
ができない。 
③ 前項但書の規定の適⽤をうけそ
の他の事情で、当選者を確定でき
ないときは、再度選挙を⾏うもの
とする。この場合、第 6 条但書の
規定の適⽤を妨げない。 

 
 
３ 前項但書の規定の適⽤をうけその他の
事情で、当選者を確定できないときは、再
度選挙を⾏うものとする。この場合、第 6 
条但書の規定の適⽤を妨げない。 
 

（ 理 事 の 選
挙） 
第 10 条 

理事の選挙は、会⻑を除く理事定
数の半数以上で、理事会の定める
員数の理事について、正会員のう
ちから第 3 条の選挙資格者による
通信投票によって⾏い、その余の
理事については、理事会が通信投
票の結果選出される理事の専⾨分
野、地域その他の事情を勘案して
推薦する候補者について、総会に
おいて⾏う。 

理事の選挙は、会⻑を除く理事定数の半
数以上で、理事会の定める員数の理事につ
いて、有権者のうちから電⼦投票によって
⾏い、その余の理事については、理事会が
電⼦投票の結果選出される理事の専⾨分
野、地域その他の事情を勘案して推薦する
候補者について、総会において⾏う。 

（ 電 ⼦ 投 票
に よ る 理 事
選 挙 の 実 施
等） 
 第 11 条 

第 8 条及び第 9 条の規定は、理事
の通信投票による選挙についてこ
れを準⽤する。ただし、第 8 条第 1 
項の「前条によって確定した会⻑
選挙候補者の⽒名、所属、略歴及
び 所 信 を 付 し た 書 ⾯ 」 は こ れ を
「正会員の⽒名、所属を記した書
⾯」と読み替え、また、第 9 条第 2 
項但書及び同条第 3 項はこれを準
⽤しない。 

第 8 条及び第 9 条の規定は、理事の電⼦投
票による選挙についてこれを準⽤する。た
だし、第 8 条第 1 項の「前条によって確定し
た会⻑選挙候補者の⽒名、所属、略歴及び
所信を付した電磁的情報」はこれを「正会
員の⽒名、所属を記した電磁的情報」と読
み替え、また、第 9 条第 2 項但書及び同条第 
3 項はこれを準⽤しない。 

（ 監 事 の 選
挙） 
第 12 条 

監事の選挙は、理事会が正会員の
う ち か ら 推 薦 す る 候 補 者 に つ い
て、正会員の通信投票でこれを⾏
う。ただし、その補充選挙その他
やむをえない場合は、総会で選挙
を⾏うことができる。 

監事の選挙は、理事会が正会員のうちか
ら推薦する候補者について、正会員の電⼦
投票でこれを⾏う。ただし、その補充選挙
その他やむをえない場合は、総会で選挙を
⾏うことができる。 

（ 電 ⼦ 投 票
に よ る 監 事
の選挙） 
第 13 条 

 第 8 条及び第 9 条の規定は、監事
の通信投票による選挙にこれを準
⽤する。ただし、 第 8 条第 1 項の
「前条によって確定した会⻑選挙

第 8 条及び第 9 条の規定は、監事の電⼦投
票による選挙にこれを準⽤する。ただし、 
第 8 条第 1 項の「前条によって確定した会⻑
選挙候補者の⽒名、所属、略歴及び所信を



候補者の⽒名、所属、略歴及び所
信を付した書⾯」はこれを「候補
者の⽒名、所属を記した書⾯」と
読み替え、また、第 9 条 第 2 項但
書及び同条第 3 項の準⽤について
は前条と同様とする。 

付した電磁的情報」はこれを「候補者の⽒
名、所属を記した電磁的情報」と読み替
え、また、第 9 条 第 2 項但書及び同条第 3 
項の準⽤については前条と同様とする。 

（ 細 則 、 委
任） 
第 14 条 

この規定に定めない選挙の実施に
関する事項は、選挙管理委員会が
定める。 

電磁的⽅法による選挙に関する細則は、
理事会が別途定める。 
 
２ この規程及び前項により定められた細則
に定めのない選挙の実施に関する事項は、
選挙管理委員会が定める。 

（ 規 程 の 改
正） 
第 15 条 

この規定の改正は、理事会の議決
により、総会の承認を得てこれを
⾏う。 

この規程の改正は、理事会の議決によ
り、総会の承認を得てこれを⾏う。 

附則 1 この規定は、2003 年 10 ⽉ 4 ⽇か
ら施⾏する。 
2 2008 年 4 ⽉ 11 ⽇理事会の決議に
より、2008 年 5 ⽉ 17 ⽇総会の承認
を得て⼀部改正。 

１ この規定は、2003 年 10 ⽉ 4 ⽇から施⾏
する。 
２ 2 2008 年 4 ⽉ 11 ⽇理事会の決議によ
り、2008 年 5 ⽉ 17 ⽇総会の承認を得て⼀部
改正し、2008 年 5 ⽉ 17 ⽇から施⾏する。 
 
３ 2024 年 3 ⽉ 30 ⽇理事会の決議により、
2024 年 5 ⽉ 18 ⽇総会の承認を得て⼀部改正
し、題名を「環境アセスメント学会役員選
挙に関する規程」に改める。この規程は
2024 年 5 ⽉ 18 ⽇から施⾏する。 

注： 改正部分を下線で⽰す。 


